
問

新
庁
舎
住
民
訴
訟
の
結
末
は
？

答

市
側
の
全
面
勝
訴
に
よ
り
早
期
建
設

佐藤 高清 議員

無会派

問

訴
訟
に
よ
り
３
年
の
期
間

を
要
し
、
事
業
が
停
滞
し
た
事

に
つ
い
て
市
長
の
考
え
を
問
う
。

答

市
長

本
件
の
訴
訟
は

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
住
民
訴

訟
で
あ
り
、
真
摯
に
受
け
止
め

て
い
る
。
一
方
で
は
、
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
市
民
の
皆
様
の

防
災
意
識
が
高
ま
り
、
防
災
の

拠
点
と
な
る
災
害
に
強
い
庁
舎

の
一
日
も
早
い
建
設
が
求
め
ら

れ
た
。
今
回
の
判
決
を
原
告
も

重
く
受
け
止
め
て
、
新
庁
舎
建

設
に
協
力
頂
き
た
い
。
市
民
に

も
協
力
を
頂
き
た
い
。
３
年
間

の
訴
訟
は
長
く
、
こ
の
間
市
民

の
皆
様
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お

か
け
し
、
心
よ
り
お
詫
び
申
し

上
げ
る
。

問

今
回
の
訴
訟
は
土
地
購
入

費
算
定
の
違
法
性
の
有
無
と
物

件
移
転
補
償
金
算
定
の
違
法
性

の
有
無
が
争
点
と
さ
れ
た
。

こ
の
争
点
の
詳
細
と
裁
判
所

の
判
断
を
伺
う
。

答

副
市
長

１
．
土
地
購

入
費
を
算
定
す
る
際
に
、
市
が

行
っ
た
鑑
定
は
不
動
産
鑑
定
士

が
一
般
的
な
手
法
に
よ
っ
て
鑑

定
評
価
額
を
算
定
し
た
も
の
で

あ
り
、
特
段
不
合
理
な
点
は
な

い
。

２
．
買
収
地
の
売
買
契
約
及
び

代
替
地
の
減
額
譲
渡
契
約
は
別

個
の
契
約
で
あ
り
、
財
務
会
計

上
一
体
の
行
為
と
は
言
え
ず
、

原
告
の
主
張
そ
の
も
の
が
失
当

で
あ
る
。

３
．
土
地
の
売
買
価
格
は
鑑
定

評
価
書
に
基
づ
い
て
の
も
の
で

あ
り
、
契
約
に
先
立
っ
て
基
本

設
計
を
公
開
し
た
事
が
影
響
し

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

４
．
物
件
移
転
補
償
金
が
高
額

す
ぎ
る
と
し
た
原
告
側
の
根
拠

は
、
簡
易
な
試
算
で
あ
り
個
別

事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
ず
、
合
理
的
な
物
件
移
転

補
償
金
と
認
め
ら
れ
な
い
。

一
方
、
市
側
の
算
定
は
、
国

交
省
中
部
地
方
整
備
局
内
、
用

地
対
策
連
絡
協
議
会
が
策
定
し

た
損
失
補
償
算
定
標
準
書
に
沿

う
も
の
で
あ
り
、
不
合
理
な
点

は
認
め
ら
れ
な
い
。

問

新
庁
舎
建
設
工
事
の
竣
工

予
定
は
。

答

庁
舎
建
設
準
備
室
長

建

設
工
期
は
、
概
ね
２
年
程
を
見

込
ん
で
お
り
、

年
６
月
議
会

29

で
契
約
議
決
が
で
き
れ
ば
、
31

年
８
月
竣
工
予
定
と
な
る
。

▼
関
連
特
集
ペ
ー
ジ

・

頁
参
照
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▲現在閉鎖中の市役所本庁舎

▲市役所本庁舎の完成予想図


